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初めて通学定期券を購入されるお客さま、または定期券の通用期間が翌年度 4 月 30 日を超える定期券

を購入されるお客さまは、ご購入の際に証明書が必要になります。 

継続かつ現金での購入については、各駅にあります赤色の券売機でもお買い求めいただけます。 

なお、継続購入に該当しない場合や、クレジットカード決済をご希望の場合は、定期券発売所（大阪空港

駅・蛍池駅・千里中央駅・南茨木駅・門真市駅・彩都西駅）のみで取り扱います。 

 

1. 当該年度に初めて購入される場合 （新規購入） 

次のいずれかの証明書を購入時に提出してください。定期券発売所のみで取り扱います。 

(1) 学校発行の通学定期券購入用の通学証明書 

※ 学生証等と一体になった「通学定期券購入兼用学生証」もあります。 

兼用学生証は、購入時に窓口で呈示してください。  

(2) 学校の代表者印または校印が押印された当社の定期券申込用紙 

 

2. 同一年度内で継続して購入される場合 （継続購入） 

証明書は不要です。定期券発売所または各駅の券売機（現金のみ）でお買い求めいただけます。 

購入時には、現在お使いの通学定期券を必ずお持ちください。 

 

3. 通用期間終了日が翌年度 4 月 30 日を超える定期券の継続購入について 

【6 か月定期では 11 月 2 日から、3 か月定期では 2 月 2 日から有効となる定期券が該当します】 

同じ学校に翌年度も通学する場合で、既に通学定期券をお持ちのお客さまは、証明書を提出いただけ

れば新年度となる前でも継続して通学定期券を購入できます。 

お持ちの証明書に「卒業予定年度」の記載があれば、新たな証明書をご用意いただく必要はありません。 

定期券発売所または各駅の券売機（現金のみ）でお買い求めいただけます。 

現在お使いの通学定期券とともに、次のいずれかの証明書（※購入時に有効なものに限る）を提出してくだ

さい。 

(1) 学校発行の通学定期券購入用の通学証明書、または通学定期券購入兼用学生証 

※ 兼用学生証は、購入時に窓口で呈示してください。 

(2) 学校の代表者印または校印が押印された当社の定期券申込用紙 

※ 定期券の通用期間終了日から 2 か月以内で、通用区間・経由が同じ定期券をご購入の場

合は、継続購入と同様に取り扱います。 

(3) 有効期間を延長した通学定期券購入兼用学生証 （例は下図のとおり） 
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4. その他 注意事項 

⚫ 以下の場合は、新規購入として取り扱います。 

➢ 通用区間・経由に変更がある場合、または継続前の定期券を提示できない場合 

➢ 中高一貫校等で学校名や所在地に変更がなくても、小学校から中学校、または中学校から高

等学校への進学に該当する場合 

⚫ 証明書について、「デジタル学生証」は画面呈示により有効ですが、「通学証明書」「通学定期券購入

兼用学生証」は、通学区間を記載のうえ、原本の提出または紙面での呈示をお願いします。 

《学生証・通学証明書の発行・更新については、各学校へお問い合わせください》 

 


